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【手続補正書】
【提出日】平成20年6月23日(2008.6.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項1】
粘膜付着物質と、局所麻酔薬またはその薬学上許容される塩と、オピオイドまたはその薬
学上許容される塩とを含んでなる組成物であって、該粘膜付着物質が、エチレンオキシド
とプロピレンオキシドとのブロックコポリマーである、前記組成物。
【請求項２】
上記局所麻酔薬の量が、上記組成物全重量の約０．０１～約０．５％の範囲内にある、請
求項１に記載の組成物。
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【請求項３】
上記オピオイドの量が、上記組成物全重量の約０．０５～約１％の範囲内にある、請求項
１に記載の組成物。
【請求項４】
上記粘膜付着物質の量が、上記組成物全重量の約０．１～約４０％の範囲内にある、請求
項１に記載の組成物。
【請求項５】
上記粘膜付着物質の量が、上記組成物全重量の約１５～約２５％の範囲内にある、請求項
１に記載の組成物。
【請求項６】
上記粘膜付着物質が、式Ｉ：
【化１】

（式中、ｘは、約２～約１２８の範囲の平均値を有する整数であり；ｙは、約１４～約８
０の範囲の平均値を有する整数であり；ｚは、約２～約１２８の範囲の平均値を有する整
数である）
のエチレンオキシドとプロピレンオキシドとのブロックコポリマーである、請求項１に記
載の組成物。
【請求項７】
上記粘膜付着物質が、ポロキサマー４０７である、請求項１に記載の組成物。
【請求項８】
上記局所麻酔薬が、リドカイン、テトラカイン、ブピバカイン、プリロカイン、メピバカ
イン、プロカイン、クロロプロカイン、ロピバカイン、ジブカイン、エチドカイン、ベン
ゾカイン、それらの薬学上許容される塩、ならびに、それらの混合物からなる群より選択
される、請求項１に記載の組成物。
【請求項９】
上記局所麻酔薬が、リドカイン、またはその薬学上許容される塩である、請求項８に記載
の組成物。
【請求項１０】
上記オピオイドが、モルヒネもしくはロペラミド、またはその薬学上許容される塩である
、請求項１に記載の組成物。
【請求項１１】
上記オピオイドが、モルヒネ、またはその薬学上許容される塩である、請求項１０に記載
の組成物。
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